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Ａさん老夫婦は、都内の分譲マンションに住んでいます。
　最近、Ａさんの部屋の真上の部屋にＢさんという若い夫
婦が引っ越してきました。
程なく、苦難がＡさん夫婦を襲いました。上の部屋か

ら、Ｂさんの子供が走り回る音、玩具を落とす音などが、
まるで目に見えるように響いてきます。他にも、パタパタと
歩く音、椅子を引く音、掃除機の音などの生活音が一日中
断続的に聞こえてくるようになりました。どうも、Ｂさん家
族が入居にあたってカーペット敷きの床をフローリングにリ
フォームし、音がそのまま階下まで響くようになってしまっ
たようです。Ａさん夫婦は、Ｂさん家族の寝静まる深夜ま
で就寝することも出来ず、ノイローゼ寸前です。Ａさんは、
やむなくＢさんに状況を告げて対処を頼みましたが、Ｂさ
んは、騒音なんてお互い様だ、小さい子がいるんだから仕
方ないだろうなどと言い、取り合おうとしません。Ａさんを
ただのクレーマーと思っているようです。
◆──争点
当事者間で解決不能な場合、最終的には民事訴訟によ

り解決を図ることになります。具体的には慰謝料、騒音の
差止め（防音工事等）を裁判で請求することになるでしょ
う。
裁判においては、騒音が社会一般の受忍限度を超える

レベルにあるのか、限度内に留まるのかが争点となります。
マンションでは壁、床を隔てて他人同士が生活をしている
以上、ある程度の生活音が聞こえることは普通です。従っ
て、騒音が通常互いに我慢すべき範囲を超えるようなレベ
ルに至って初めて、請求は認められるというわけです。具
体的には、騒音の種類、大きさや頻度等に加え、騒音が
生じるようになった原因（例えば、マンションの規約に反し
て、防音効果の薄い材料でフローリングにした）等の諸事
情が総合考慮されて決せられることになります。
◆──対処
マンションを巡る紛争は、駐車場、ペットの問題等様々
ですが、騒音問題は中でも最もメジャーな問題でしょう。
しかも、非常に解決困難な問題でもあります。それは、そ
もそも「騒音」かどうかは個人の主観による部分が大きい

こと、感情的にこじれやすい問題であること、将来も一定
の人間関係を続けざるを得ない近隣との問題であること等
が理由です。
また、前述のとおり、裁判で訴えたとしてもハードル（受
忍限度）は低いとは言えず、感情問題や今後の人間関係
の継続という観点からも、裁判が必ずしも根本的な問題解
決をもたらすとは限りません。
民事訴訟に至る前の段階で、出来る限り、自主的な解
決手段を試みるべきだと思われます。
加害者との話し合いがつかない場合には、当該マンショ

ンの管理組合や理事に間に入ってもらって協議をすること
も一案だと思います。
また、裁判所の民事調停という手段もあります。調停
は、訴訟と異なり、あくまで相手方との話し合いをまとめ
るための手続きです。裁判所の場を借り、その手助けを得
ながら、相手方との話し合いをするわけです。調停がまと
まれば、当事者の話し合いで解決出来たのですから、その
後の人間関係の観点からも、有用な手段だと思われます。
◆──その他
また、単なる騒音問題というレベルに留まらず、不良入
居者がマンション住民の共同の利益に反する行為（暴力団
事務所としての使用、建物の毀損、危険物持込み、極め
て著しい騒音・悪臭等）を繰り返し行っているような場合
には、マンションの管理組合が主体となって、当該迷惑行
為の停止等の請求をすることが可能です。特に暴力団事務
所等の場合は、その部屋を競売して追い出してしまうこと
も可能です（区分所有法）。万が一、マンションでこのよう
な問題が生じている場合には、弁護士に相談の上、検討し
てみるべきでしょう。
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